
；介護療養施設サービス  
イ療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  平成柑年4月改正箇所  

（詳細については、別紙＝  
平成18年7月改正箇所  

（詳細については、帥虹2「  

諾軸晰L31～33を参軋）   
産lこ伴う介護報酬等の見直しに係る≡諮闇宴mを参照。）  

平成20年5月改正箇所  
（詳細については、寧鮭3け「薗■暮蓼千人良■■胃にぉける介隷書■■の■▲書uこ優る■訂についてIP6妄●照・）  

僻地の医師確保  
1十画を届出たもの  

以外で、医師の難  

が基撫に定められ  
た医崩のÅ数lこ  

60／100を彙じて  

得た勧東鶉である  
鳩舎  

僻地の医師確保 五十画を届出たもの  
で、医師の敷か墓  
事に定められた医  
師の員数に  
60ハDOを簸じて  

得た歓未満である  
場合  

f謙研が墓準に  

定められたモほ樗  
1の員数l＝  
20ハ00喜乗じて  

得た蝕末眉の場  

介芸事真横専門■ のA酸が基準に満 たない場合  

書経・介；l職員の 員数が基準lこ満た ない場合  夜勤を行う馳1の 勤務条件基準を 糞たきない場合  

入院患看の勤が 入院患者の定員 を超える場合  

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数こ代えて1【】につき444単位を算定  注 外泊時費用  
入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、1月につき6日を酸度として一日につき800単位を井定（（2）及び（4）の基本単価に限る■）  注 試行的退院サービス井  
入院里香に対して．射ウ的な診療が必要になり、他医療は間において診如一行われた場合、1月に4日を限度として所定単位虻に代えて1日につき444単位を井定  注 他科受診時兼用  

（5）初期加算  （1日につき ＋30単位）  

（6）退院  （－）退院  a退院前後訪問指導加算   
時指導等  時等指事加  （入院中1回（又は2回）．退院後1回を限度   
加算  井  に、460単位を算定）  

b退院時指導加算  
（400単位）  

c退院時情報提供加算  
（500単位）  

d退院前連携加算  
（500単位）  

（二）老人訪問看護指示加算  
（入院患者1人につき1匝】を限度として  
300単位算定）   

注 入院患者及びその家族等に対して退院後の療蔓上の指導を行った場合  

注 退院債の主治医に対して診療情報を提供した場合  

注 居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った鳩舎  

（）管理票壬士配置加算  

（二）栄養士配置加算  

（8）栄養マネジメント加算  
（＝ヨにつき12単位を加算）  

（9）経口移行加算  
（1日につき 28単位を加算）  

（1〉 経口維持加算り）（28単位〉  
（10〉 経口維持加算 （1日につき）  （2）経口維持加算用〉 （5年性）  

（11）療養食加算  
（1日につき 23単位を加算）  

（12）在宅捜侍支援捜能加  

（13）特定診療費  

医師経過措置減算を適用しない。  ※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、   

※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には∴夜間勤務等看護加算を適用しない。   



口 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス  
‥・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18年唐  
介護報酬等の改定についてIP26～29∴‖  

平成20年4月改正箇所  

入院患者の数が入院患  
者の定員を超える場合  

基本部分  

位）  

a一診療所型介護療養施設  

サービス費（i）  位）  

く従来型個室〉  位）  

要介護5（ 859単位）   

要介護1（763単位）  

b，診療所型介護療養施設  

サービス葦（ii）  要介護3（∵867単位）  
く多床室〉  要介護4（ 918単位）  

要介護5（970単位）   
位）  

∂．診療所型介護療養施設  

サービス費（i）  位）  

〈従来型個室〉  位）  

位）   

要介護1（ 673単位）  

b．診療所型介護療養施設  

サ【ビス費（ii）  拉）  

く多床室〉  要介護4（ 811単位）  

要介護5（857単位）   

要介護l（766単位）  

療  要介護2て818単位）   
入費（Ⅰ）  要介護3（ 870単位）  

拉）  

位）   

要介護1（766単位）  

療  要介護2（8柑単位）   
ビ  要介護3（870単位）  

要介護4（921単位）  
要介護5（973単位）   

（－）診療所型介護  

療養施設サービス費  
（Ⅰ）  

看護く6：1〉  

介護く6：1〉  

（1）診療所型介護  
療養施設サービス  
費  
（1日につき）  

（二）診療所型介護  

療養施設サービス嚢  
（Ⅱ）  

看護・介護く3：1〉   

（－）ユニット型診  
介護療養施設サービ  

（2）ユニット型診  〈ユニット型個室〉  

療所型介護療養施  
設サービス費  
（1日につき）           （二）ユニット型診  

介護療養施設サー  
（ユニット型準個室〉  

×70／100   

a退院前後訪問指導加算  
（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度に、  

460単位を算定）  
（一）退院時等指導 加算  （4）退院時指導等 加算  

b退院時指導加算  

（400単位）  

c退院時情報提供加算  

（500単位）  

d退院前連携加算  

（500単位）  

（二）老人訪問看護指示加算   
（入院患者1人につき1回を限度として300単位算定）  

（5）栄養管理休討  （－）管理栄養士配置加算   

加算   （1日につき12単位を加算）  

（二）栄養士配置加算  
（1日につき10単位を加算）   

（6）栄養マネジメント加算  
（1日につき12単位を加算）  

（7）経口移行加算  
（1日につき 28単位を加算）  

（1）経口維持加算（1）  （8）経口稚緒加算（1日につき）   
口維持加算（Ⅱ） （5単位）  

（9）療養食加算  
（1日につき 23単位を加算）  

（10）在宅復帰支援機能加算  
（1日につき10単位を加算）  

（1り 特定診療費  

16  



平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別碑  

てIP26翔31～33を参乳）  
平成18年7月改正箇所  
（詳細については、卵僻  

事の見直しに係る詰問重刑を参照。）  

ハ老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス  

ダ一をユニット毎に  
電1していない等ユ  
＝ツトケアにおける  

体制が乗艇打電あ  常勤のユニットリー     る場合  

僻地の医師確保計  
画を届出たもの以  
外で、医師の扱が  
基準に定められた  
医師の1教に  
6（）／100を乗じて得  

た数末篇である壌  

面を届出たもので、  
医師の数が基準に  
定められた医師の  
人数l二60／100を乗  
じて得た敦夫満であ  僻地の医師碓保五十      る場合  

れた書渡t■の■敷  

に20／10Dを乗じて得た  雪護師が暮単に定めら   数兼璃の場合  

巳につき444阜位を算定  入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位凱二代えて1   注 外泊時費用  
月に4日を阻オとして所定単位数に代えて1日につき444単位を井定  入院腰巷に対して、寺門的な診療が必要になり、他医療機関におし、て診療が行われた場合・1   注 他科受診時費用  

（4）初期加算  （柑lこつき十30単位）  

（5）退院時  （－）退  a退院前捜訪問相場加算   
指導等加算  院特等指  （入院中l回（又は2回）、退院後1回を限度に 

導加井  一●●手こ   ・    b退院時指導加井  

（400艶位）  

c退院時情報提供加算  
（500単位）  

d退院前連携加算  
（500単位）  

（二）老人訪問者護指示加算  

（入院患者1人につき1回を限度として300単位算定）   

（－）管理業養士配置加井          （1日につき12単位を加算）  

（6）栄養管  
理体制加算  

（二）栄養士配置加算  
（1日につき10単位を加算）  

（7）栄簑マネジメント加算  

（8）耀口移行加算  

く1）経口維持加算（Ⅰ）  
（g）桂日経持加算（1日 につき）   （2）裡口維持加算川）  

（10）療養食加算  
（＝〕につき 23単位を加算）  

（＝）在澤複帰支援挽罷加算  
（‖〕につき10単位左加算）  

（12）特定診療費  
17   



介 護 報 酬 の 算 定 構 造  

介 護 予 防 サ ー ビ ス  

Ⅰ指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造  

1介護予防訪問介護費  

2 介護予防訪問入浴介護費  

3 介護予防訪問看護費  

4 介護予防訪問リハビリテーション費  

5 介護予防居宅療養管理指導費  

6 介護予防通所介護費  

7 介護予防通所リハビリテーション費  

8 介護予防短期入所生活介護費  

9 介護予防短期入所療養介護費   

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費   

口 癖養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費   

ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費   

二 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費   

ホ 基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費  

10 介護予防特定施設入居者生活介護費  

11介護予防福祉用異貸与費   

Ⅱ 指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造  

介護予防支援費   



Ⅰ指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造   

1介護予防訪問介護費  ・・・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1岬等の   
改定についてIP4Jを参照。）  

■－・■－●■■－‘■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‘「  

l   注    写   し＿＿＿▼▼▼■▼＿▼＿＿■＿＿＿－－－J  

；特別地域介護予防；  

：特別地域介護予防訪問介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

‥平成18年4月改正箇所  
（詳細については、別紙1「平成18年産介護報酬等の   
改定についてIP川を参照。）  

2 介護予防訪問入浴介護費  

l ＿旦＿＿＿＿…＿」   

j‥特別地域介護予防訪問入浴介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

［脚注］  

1．単位数算定記号の説明  
＋00単位  ゴ 所定単位数 十 00単位  
－00単位  →  所定単位数 － 00単位  
×00／100 ＝⇒ 所定単位数 × 00／100  
＋00／100 ＝＞ 所定単位数 十所定単位数×00／100  



平成18年4月改正箇所  3 介護予防訪問看護費  

暫 

［南国艮   

－‾‾‾‾u‾…‾‾ 

；蓬1 l      一一      l 「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1  

i特別地域介護予：   

蔓妨訪問看護加算；  

基本部分  

（り 20分未満（夜間、早朝、深夜のみ算定可）  
（2（∋5単位）  

イ 指定介護予         （2）30分未満   

防訪問者護ス  （425単位）  

テーションの場     （3）30分以上1時間未満  
（830単位）  

（4）1時間以上1時間30分未満  
（1．198単位）  

（り20分未満（夜間・深夜・早朝のみ算定可）   
（230単位）  

（2）30分未満  
ロ病院又は診  （343単位）  

療所の場合           （3）3（）分以上1時間未満 

（550単位）  

（4）†時間以上1時間30分未満  
（845単位）  

30分未満  425単位を算定  

30分以上1時間未満   
830単位を算定  

：特別地域介護予防訪問看護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

※医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月2回目以降の緊急的訪問については、夜間、早乱深夜の加算を算定できるものとする0  

…平成18年4月改正箇所  4 介護予防訪問リハビ」テーーション費  

短期集中リハビリ テーション実施加算  ンマネジメント  
リハビリテーショ  加算  

退院（所）日又は新  
たに要支援認定を  
受けた日から3月以  

内   
＋200単位  

＋20単位  

…平成18年4月改正箇所  5 介護予防居宅療養管理指導費  

（1）介護予防居宅療養管理指導糞（Ⅰ）  
く（2）以外）  

イ医師又は歯  （500単位）  

科医師が行う場  

合（月2回を限 度）           （2）介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）  
（な総診を算定する場合）  

（290単位）   

（－）月1、2回目の場合   
（り病院又は診療  （550単位）  

所の薬剤師が行う場  
含  
（月2回を限度）        （ニ）月3回ヨ以降の場合  

口薬剤師が行  （300単位）  

う場合  
（－）月1回目の場合   

（2）秦局の薬剤師  （500単位）  

の場合  
（月執回を限度）        （ニ）月2回目以降の場合  

（300単位）   

二歯科衛生士等が行う場合（月4固を限度）  
（350単位）  

※口（1）（二）又は（2）（二）について、がん末期の患者については、週2回かつ月8回算定できる。   



平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18  
6 介護予防適所介護費  

の改定についてIP3．4を参照。）  

・平成18年4月改正箇所  

（詳細については、別紙1「平成18  

照。）   

7 介護予防適所リハビリテーション費  
の改定についnP：〕、4を参  

虐  



・・平成18年4月改正箇所  8 介護予防短期入所生活介護貴  

常勤のユニット  
リーダーをユニッ  
ト毎に配置してい  
ない等ユ＝ツトケ  

アにおける体制  
が未整備である  
場合   

（二〉単独型介護予防短期  

（1）単独  
型介護予防  要支援2（597単1立）  

短期入所生  
イ 介護予     涛介護費  
防短期入所  く多床室〉  要支援2（653単位）  
生活介護費  
（1日につ  （－）併設型介護予防短期  要支援1（450単位）   

き）   （2）併設  
型介護予防  要支援2く563単位）  

短期入所生  
活介護莞   

く多床室〉   要支援2（619単位）   

く－）単独型ユニット型介護   

予防短期入所生活介護黄  
（1）隕狸    （Ⅰ）   

型ユニット  要支援2（681単位）  

型介護予防 短期入所生   
ロ ユ‾いト  
型介護予防  （‡）   

短期入所生  くユニット型準個室〉  要支援2（681単位）  

活介護費  （一）併設型ユニット型介護  要支援1（526単位）   
（1日につ  予防短期入所生活介護費   
き）  （2）併設              （Ⅰ）   

型ユニット  要支援2（657単位）  

型介護予防 短期入所生  
活介護費   

（エ）  

くユニット型準個室〉   要支援2（657単位）  




